
令和４年１月２４日 

保護者の皆様 

稚内市立稚内東小学校 

校長 坂本 孝行 

 

新型コロナウイルス感染拡大予防の対応について 
 

寒風の候、保護者の皆様のおかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて、表記の件につきまして、全国的にオミクロン株の影響と考えられる感染拡大が見られており、北海道

における感染レベルが「２」に引き上げられました。 

学校では、従来と同様に、３密の回避、特にマスク着用の徹底、手洗いの推奨、校舎内の換気や消毒などの

感染防止対策を徹底しながら教育活動を行います。さらに、今回のレベル引き上げに関わり、次のような対応

をいたしますのでお知らせします。ご家庭でもご理解とご協力をお願いいたします。 

また、不明な点につきましては、学校までお問合せくださいますようお願いいたします。 
 

記 

１ 日常の教育活動について 

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」に基づき、可能な限り感染拡大の

リスクを低減させながら、教育活動を進めます。 

・共用部分の消毒や、教室内の換気を行います。 

・感染者、濃厚接触者等とそのご家族に対する誤解や偏見による噂話などが広がらないよう児童に指導をし

ます。ご家庭でも、正しい情報に基づき思いやりのある行動をとるようお願いいたします。 

・以下の感染症対策について保護者の皆様のご協力をお願いします。 

 

  ・毎日の検温と健康観察 

  ・手洗いや手指消毒を心がけるようお子さんへの声かけ 

  ・マスクの着用（布マスク着用の際は１日１回の洗濯をすること） 

 

２ 風邪症状がある場合などによる学校の対応について 

風邪症状がある際の出席の取扱いが変更になります。ご理解とご協力をお願いします。 

 

① 児童に感染が判明した場合、または、児童が感染者の濃厚接触者に特定された場合は出席停

止となります（欠席にはなりません）。 

② 児童本人に、発熱の有無にかかわらず風邪症状による体調不良がある場合、症状がなくなる

まで自宅で休養、もしくは病院を受診してください。その場合、出席停止となります。 

③ 同居の家族の方に風邪症状がある場合、出席停止の措置を取ることができます。無理して登

校しないようご理解とご配慮お願いします。 

④ 感染が不安で登校を控えたい、また児童が遠方に出かけたため心配なので登校を控えたいな

どの場合は、学校にご相談ください。場合によって出席停止扱いとなります。 

 

３ ＰＣＲ等検査について 

 児童生徒等が感染不安でＰＣＲ等検査の受検を希望する場合は、２月７日までの期間、道の

「ＰＣＲ等検査無料化事業」を活用して無料で受検することができます。 
〔URL〕https://www.pref.hokkaido.lg.jp/covid-19/kensa_muryouka.html 

保健所の指示により濃厚接触者等としてＰＣＲ検査を受検した場合や、上記「ＰＣＲ等検査無料化事業」を

受検した際には、学校までお知らせくださいますようお願いいたします。 


